
和泉市建設工事等における郵便入札実施要綱（平成１９年８月２１日制定）

（趣旨）

第１条 この要綱は、市が発注する建設工事等において、入札・契約制度の透明

性・公平性・競争性の確保と入札参加者の負担軽減を図るために実施する郵便

入札について、必要な事項を定めるものとする。

（対象となる建設工事等）

第２条 郵便入札の対象となる建設工事等は、次のとおりとする。

（１）制限付一般競争入札に付する工事

（２）公募型指名競争入札に付する工事（ただし、電子入札システムにより入

札を行う場合は除く。）

（３）設計金額３０万円を超える業務委託のうち、指名通知等において「郵便

による入札」として指定する業務委託（ただし、電子入札システムにより

入札を行う場合は除く。）

（４）設計金額３００万円を超える通常型指名競争入札に付する物品

（５）前４号のほか、市が指名通知等において「郵便による入札」として指定

するもの

（入札書等の郵送方法）

第３条 入札参加者は、入札書及び積算内訳書（建設工事又は積算内訳書の提出

を求められた入札に限る。以下「入札書等」という。）を次項及び第３項に規

定する方法により、あらかじめ指定する日（以下「配達指定日」という。）に

入札担当課に到達するように郵送しなければならない。

２ 入札書等を郵送する際は、所定の事項をすべて記入し、本市へ登録の使用印

又は実印（以下「登録印」という。）を押印した上で、配達日指定郵便又は配

達時間帯指定郵便（配達時間帯の区分が午前８時から午前１２時までに限る。）

により、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法で郵送しなければならない。

ただし、郵送料は入札参加者の負担とする。

３ 前項の規定による郵送は、別紙１にさだめる入札書等郵送用指定封筒（以下

「指定封筒」という。）で郵送しなければならない。

（入札書の保管等）

第４条 市長は、前条の規定により入札書等が入札担当課に到達したときは、

これを開封せず、開札日時まで厳重に保管するものとする。

２ 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することができない。

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取

扱いを受けないものとする。



（入札の辞退）

第５条 入札の辞退においては、配達指定日までに辞退届を提出すること。

２ 当該入札の開札前に、他の発注機関の入札を落札したため配置すべき技術

者等の配置ができなくなった場合に限り、当該入札の開札前までに書面によ

る申出により入札の辞退を認めるものとする。

（開札の立会い）

第６条 郵便入札の開札については、入札参加者の中から入札立会人を１人選

任し、立合わせるものとする。なお、立会人の選任方法については、別紙２の

とおりとする。

２ 選任された入札立会人は、やむを得ない理由がある場合を除き、立会いを辞

退することができないものとする。

３ 入札立会人が代理人の場合は、委任状を必要とする。

４ 開札時になっても入札立会人が全て参集しないときは、当該入札事務執行

者以外の職員が立会い、開札する。

５ 入札立会人は、当該入札終了後に入札立会確認書に記名・押印しなければな

らない。

６ 入札参加者は、１業者１名に限り開札を傍聴することができる。

（開札）

第７条 開札は、公告等に記載した開札日時に行うものとする。

２ 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、

抽選により落札者を決定する。この場合において、入札立会人が抽選を行うも

のとする。

（入札の無効）

第８条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）入札参加資格のない者のした入札

（２）設計図書等の配付を受けていない者のした入札

（３）一枚の指定封筒に、複数の入札案件の入札書等を同封した入札

（４）同一の入札案件について複数の入札書等を提出した入札

（５）入札書等の記載が不明瞭なもの及び記名押印を欠く入札

（６）入札書記載の金額を訂正した入札

（７）第３条に規定する方法以外の方法で入札書等を提出した入札

（８）入札書等が第３条第１項の指定する日以外の日に到達した入札（第１

０条の規定により、入札を延期した場合を除く。）

（９）指定封筒に件名、差出人名等が記載されていないもの、件名が確認でき

ないもの又は指定封筒に登録印で封かん（割印）のないもの

（１０）指定封筒記載の件名、差出人名と同封された入札書の件名、商号又は名



称が相違するもの

（１１）積算内訳書の提出を求められた入札で、積算内訳書の提出がないもの

（１２）積算内訳書の提出を求められた入札で、積算内訳書の合計額と入札書の

金額が同一の金額でないもの

（１３）積算内訳書の提出を求められた入札で、公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律（平成十二年法律第百二十七号）に規定の記載要件

を満たしていない積算内訳書であるもの

（１４）建設工事において、複数の入札案件に入札参加申請を行った場合、落札

した段階で工期が重なっている同じ技術者を配置している以後の入札

（申請書に他に配置可能な技術者等の記載がある場合を除く。）

（１５）前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反してなされたも

の

（入札の失格）

第９条 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。

（１）入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札

（２）入札に関し談合等の不正行為をした者の入札

（３）入札執行者及び職員の指示に従わない等入札室の秩序を乱した者の入札

（４）事前公表された予定価格を上回る価格の入札

（５）事前公表された最低制限価格を下回る価格の入札

（６）その他入札執行者において失格と認めた入札

（入札の延期、中止）

第１０条 市長は、郵便事情等による事故、不正な行為又は災害その他必要があ

ると認めるときは、入札の延期又は中止をすることができる。

（入札結果等の公表）

第１１条 市長は、落札者を決定したときは、速やかに当該落札者に通知すると

ともに入札結果を公表する。

（その他）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成１９年９月２８日から施行する。ただし、第２条第２号の規

定は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年６月３０日）

この訓令は、令達の日から施行する。

附 則（平成２１年１月９日）

この訓令は、平成２１年３月１日から施行する。



附 則（平成２８年１１月２１日）

この訓令は、平成２８年１１月２１日から施行する。

附 則（平成３０年６月２１日）

この訓令は、令達の日から施行する。

附 則（令和４年２月２４日）

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和６年６月１８日）

この訓令は、令達の日から施行する。

附 則（令和７年７月３日）

１この訓令は、令和７年８月１日から施行する。

２この要綱による改正後の和泉市建設工事等における郵便入札実施要綱の規

定は、令和７年８月１日以後に指名又は公告等する入札について適用し、

同日前に指名又は公告等した入札については、なお従前の例による。

附 則（令和７年１２月１２日）

１この訓令は、令達の日から施行する。

２この訓令による改正後の和泉市建設工事等における郵便入札実施要綱は、令

達の日以後に公告する入札について適用し、同日前に公告した入札につい

ては、なお従前の例による。



別紙１（第３条関係）

指定封筒（表）

指定封筒（裏）

・指定封筒は、入札担当課から配布されたもの、もしくは、同内容を記載したも

のとする。

・使用する封筒は長形３号で内容の見えないものとする。

　※上記のいずれかの方法で郵送してください

② 簡易書留の配達日指定郵便

③ 一般書留の配達時間帯指定郵便（午前８時　～　正午）
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① 一般書留の配達日指定郵便



別紙２（第６条関係）

入札立会人選任方法

１ 立会人として選任する入札参加業者の通し番号の付番方法。ただし、事前に辞退届の提

出のある業者は除く。

（１）制限付一般競争入札の場合は、入札参加申請の受付順

（２）公募型指名競争入札の場合は、入札参加申請の受付順

（３）通常の指名競争入札の場合は、入札関係図書配付通知書（ＦＡＸ等）の返信確認順

２ 入札参加業者数に応じて立会人として選任する業者の通し番号。

（１）入札参加業者数に応じて下記の表により該当した通し番号の１者を立会い業者とす

る。

（２）立会いを辞退した場合は、次順の通し番号の業者を選任する。最後の通し番号の業者

が立会いを辞退した場合は、通し番号１に戻すとする。

例：①１→２ 通し番号１の業者が辞退の場合は、通し番号２の業者を立会人に選任

３ 開札日時になっても立会人が全て参集しないとき（立会人の書類不備も含む。）は、当

該入札執行者以外の職員が立会い、開札する。

入札参加業者数
立会人として選任する

者の通し番号

２者 ２

３者以上 ５者以下 ３

６者以上 ７者以下 ６

８者以上 １０者以下 ８

１１者以上 ２０者以下 １１

２１者以上 ２１


